
規

則 

 

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

災
害
に
際
し
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

㊞□ 印
 

あ
て
先

 
宛
先
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